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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　落雷によって発生する磁界の強度と、当該落雷の推定位置を含む範囲の電気設備を示す
電気設備情報とに基づいて、当該落雷の推定位置を含む範囲の電気設備の損害の程度を判
定する雷害判定装置であって、
　前記電気設備情報には、前記範囲の前記電気設備のそれぞれが架空地線を有するか否か
を示す架空地線有無情報が含まれており、
　前記強度と、前記電気設備情報に含まれる前記架空地線有無情報とに基づいて、前記損
害の程度を判定する、
　雷害判定装置。
【請求項２】
　前記強度に基づいて算出された前記落雷の電荷量と、前記電気設備情報に含まれる前記
架空地線有無情報とに基づいて、に基づいて、前記損害の程度を判定する、
　請求項１に記載の雷害判定装置。
【請求項３】
　前記電気設備情報には、架空地線を構成する素線の太さを示す太さ情報が含まれており
、
　前記強度と、前記太さ情報と、前記電気設備情報に含まれる前記架空地線有無情報とに
基づいて、前記損害の程度を判定する、
　請求項２に記載の雷害判定装置。



(2) JP 6569996 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記電気設備情報には、架空地線に掛かる荷重を示す荷重情報が含まれており、
　前記強度と、前記荷重情報と、前記電気設備情報に含まれる前記架空地線有無情報とに
基づいて、前記損害の程度を判定する、
　請求項２又は請求項３に記載の雷害判定装置。
【請求項５】
　前記電気設備情報には、架空地線の補修履歴と点検履歴とのうちいずれか一方又は両方
を示す履歴情報が含まれており、
　前記強度と、前記履歴情報と、前記電気設備情報に含まれる前記架空地線有無情報とに
基づいて、前記損害の程度を判定する、
　請求項２から請求項４のうちいずれか一項に記載の雷害判定装置。
【請求項６】
　落雷によって発生する磁界の強度を検出する磁界検出装置と、
　前記落雷の推定位置を算出する落雷位置推定装置と、
　前記磁界検出装置が検出する前記強度と、前記落雷位置推定装置が算出する前記推定位
置とに基づいて、前記電気設備の損害の程度を判定する、請求項１から請求項５のうちい
ずれか一項に記載の雷害判定装置と、
　を備える雷害判定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、雷害判定装置、及び雷害判定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気設備の点検には、多くの点検作業員を動員しなければならず、更に点検作業に多く
の時間と労力を費やさなければならない。このため、電気設備の点検の効率化を図る技術
が求められている。
　その一方で、落雷が生じた場合、雷撃によって建築物や電気・通信設備に損害（雷害）
が発生する場合がある。そのため、雷電流の電流波高値や雷電流によって流れた電荷量等
の落雷の規模を表す指標となる量を算出する方法の研究や開発が行われている。
【０００３】
　これに関し、落雷によって発生する磁界の強度に基づいて、落雷の電荷モーメントを算
出し、算出した電荷モーメントを雷道で除すことによって雷電流によって流れた電荷の量
を表す電荷量を算出する電荷量推定システムが知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１４／０７７３３７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の電荷量推定システムでは、算出した落雷の規模を表す指標となる
量と、落雷後の電気設備の状態とを関係付けることが考慮されておらず、電気設備の点検
の効率を向上させることができなかった。
【０００６】
　そこで本発明は、上記従来技術の問題に鑑みてなされたものであり、電気設備の点検の
効率を向上させることができる雷害判定装置、及び雷害判定システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、落雷によって発生する磁界の強度と、当該落雷の推定位置を含む範
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囲の電気設備を示す電気設備情報とに基づいて、当該落雷の推定位置を含む範囲の電気設
備の損害の程度を判定する雷害判定装置であって、前記電気設備情報には、前記範囲の前
記電気設備のそれぞれが架空地線を有するか否かを示す架空地線有無情報が含まれており
、前記強度と、前記電気設備情報に含まれる前記架空地線有無情報とに基づいて、前記損
害の程度を判定する、雷害判定装置である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様は、電気設備の点検の効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係る雷害判定システム１の一例を示す構成図である。
【図２】電気設備情報の一例を示す図である。
【図３】雷害判定装置５０のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図４】雷害判定装置５０の機能構成の一例を示す図である。
【図５】雷害判定装置５０が備える制御部５６による雷害判定処理の流れの一例を示すフ
ローチャートである。
【図６】シューマン共振の波形の一例と、ＥＬＦトランジェントが生じた際の当該波形の
一例を示す図である。
【図７】制御部５６が雷害判定処理の結果を示す情報を情報処理端末６０に送信する処理
の流れの一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜実施形態＞
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本実施形態に係
る雷害判定システム１の一例を示す構成図である。
　雷害判定システム１は、落雷によって発生する磁界の強度に基づいて、当該落雷の推定
位置を含む範囲の電気設備の損害の程度を判定する。落雷の推定位置とは、推定された落
雷の位置のことである。
【００１１】
　以下、雷害判定システム１の構成について説明する。雷害判定システム１は、落雷位置
推定システム１０と、磁界検出装置２０と、設備情報ＤＢ３０と、地図情報ＤＢ４０と、
雷害判定装置５０と、情報処理端末６０を備える。雷害判定システム１では、落雷位置推
定システム１０と、磁界検出装置２０と、設備情報ＤＢ３０と、地図情報ＤＢ４０と、雷
害判定装置５０とは、ネットワークＮを介して互いに有線又は無線により通信可能に接続
されている。これらの各構成のうちの一部又は全部は、ネットワークＮを介さずに互いに
ＬＡＮ（Local　Area　Network）等によって通信可能に接続される構成であってもよい。
また、雷害判定装置５０は、情報処理端末６０と無線により通信可能に接続されている。
【００１２】
　なお、有線通信は、例えば、イーサネット（登録商標）やＵＳＢ（Universal　Serial
　Bus）等の規格によって行われる。また、無線通信は、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標
）等の通信規格により行われる。
　ネットワークＮは、例えば、インターネットや移動体通信網等のネットワークであるが
、これらに代えて、イントラネットや専用回線等でもよく、それらの組み合わせによって
構成される情報通信ネットワークでもよい。
【００１３】
　落雷位置推定システム１０は、複数の地点毎に設置された図示しない複数の電磁波受信
装置と通信可能に接続される。これらの電磁波受信装置は、落雷によって発生する電磁波
を受信（測定）する。落雷位置推定システム１０は、各電磁波受信装置が受信した電磁波
の受信時刻の差や、電磁波の到来方位に基づいて、落雷の位置を推定する。また、落雷位
置推定システム１０は、落雷による放電が雷雲から下降して大地に到達した直後に流れる
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帰還電流の波高値が、電界の強度の波高値と落雷からの距離とに比例する関係に基づいて
、雷電流の波高値を推定する。落雷位置推定システム１０は、推定した落雷の位置（推定
位置）を示す第１落雷位置情報を、ネットワークＮを介して雷害判定装置５０に送信する
。また、落雷位置推定システム１０は、推定した雷電流の波高値を示す電流波高値情報を
、ネットワークＮを介して雷害判定装置５０に送信する。落雷位置推定システム１０は、
落雷位置推定装置の一例である。
【００１４】
　磁界検出装置２０は、複数の地点毎に設置された図示しない複数の磁界受信装置と通信
可能に接続される。これらの磁界受信装置はそれぞれ、落雷によって発生する電磁波の磁
界成分の強度（磁界強度）を受信（検出、測定）する。各磁界受信装置は、受信した磁界
強度を示す情報を磁界検出装置２０に出力する。磁界検出装置２０は、各磁界受信装置か
ら、磁界強度を示す情報を取得する。磁界検出装置２０は、各磁界受信装置が受信した電
磁波の磁界成分の受信時刻の差や、各磁界受信装置が磁界成分の強度比から推定される電
磁波の到来方位に基づいて、落雷の位置を推定する。また、磁界検出装置２０は、磁界受
信装置が受信した磁界強度に基づいて、当該磁界強度の時間的変化を示す情報（磁界波形
、スペクトル）を算出（導出）する。また、磁界検出装置２０は、推定した落雷の位置（
推定位置）を示す第２落雷位置情報を、ネットワークＮを介して雷害判定装置５０に送信
する。また、磁界検出装置２０は、算出したスペクトルを示す磁界波形情報を、ネットワ
ークＮを介して雷害判定装置５０に送信する。
【００１５】
　設備情報ＤＢ３０は、電気設備を示す電気設備情報を記憶する。ここで、図２を参照し
て、電気設備情報について説明する。図２は、電気設備情報の一例を示す図である。図２
に示したように、電気設備情報には、電気設備を識別する電気設備識別情報と、電気設備
の位置を示す情報と、電気設備の名称を示す情報と、電気設備における架空地線の有無を
示す情報と、架空地線を構成する素線の太さを示す情報と、架空地線に掛かる荷重（例え
ば、張力）を示す情報と、電気設備に関する履歴情報とが含まれる。なお、電気設備情報
には、これらの情報に加えて、他の情報が含まれる構成であってもよく、これらの情報の
一部又は全部に代えて他の情報が含まれる構成であってもよい。
【００１６】
　電気設備識別情報は、例えば、電気設備を識別する設備ＩＤである。なお、電気設備識
別情報は、設備ＩＤに代えて、他の情報であってもよい。電気設備の位置を示す情報は、
例えば、電気設備が設置された位置の緯度及び経度である。なお、電気設備の位置を示す
情報は、緯度及び経度に代えて、他の情報であってもよい。電気設備の名称を示す情報は
、図２において、設備名と称する。電気設備における架空地線の有無を示す情報には、図
２において、架空地線が有る場合に「有」、架空地線が無い場合に「無」がそれぞれ格納
される。なお、電気設備における架空地線の有無を示す情報は、「有」及び「無」に代え
て、「０」と「１」等の他の情報であってもよい。
【００１７】
　架空地線を構成する素線の太さを示す情報は、例えば、当該素線の直径である。なお、
架空地線を構成する素線の太さを示す情報は、直径に代えて、断面積等の他の情報であっ
てもよい。架空地線に掛かる荷重を示す情報は、当該荷重の大きさである。当該荷重は、
種類が同じ架空地線同士であったとしても、電気設備が設置されている場所に応じて変化
する。例えば、豪雪地帯に設置された電気設備の架空地線には、冬季において雪が付着す
るため、架空地線に掛かる荷重は大きくなる。なお、架空地線に掛かる荷重を示す情報に
は、季節等の属性を示す情報が対応付けられていてもよい。この場合、架空地線に掛かる
荷重を示す情報は、季節毎の架空地線に掛かる荷重を示す。
【００１８】
　電気設備に関する履歴情報には、補修履歴を示す情報と、点検履歴を示す情報とが含ま
れる。補修履歴を示す情報は、例えば、過去に補修が行われた回数である。なお、補修履
歴を示す情報は、過去に補修が行われた年月日及び時刻等の他の情報であってもよい。ま
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た、点検履歴を示す情報は、例えば、電気設備の点検が行われた年月日及び時刻である。
なお、点検履歴を示す情報は、これに代えて、電気設備の点検が行われた年月のみ等の他
の情報であってもよい。
　地図情報ＤＢ４０は、全国の地図を示す地図情報を記憶する。
【００１９】
　雷害判定装置５０は、落雷によって発生する磁界の強度に基づいて、当該落雷の推定位
置を含む範囲の電気設備の損害の程度を判定する。より具体的には、雷害判定装置５０は
、ネットワークＮを介して落雷位置推定システム１０から第１落雷位置情報を取得する。
また、雷害判定装置５０は、ネットワークＮを介して磁界検出装置２０から第２落雷位置
情報を取得する。雷害判定装置５０は、取得した第１落雷位置情報及び第２落雷位置情報
のそれぞれが示す推定位置に基づいて、落雷した可能性の高い１以上の電気設備の電気設
備情報を、ネットワークＮを介して設備情報ＤＢ３０から取得する。以下では、説明の便
宜上、当該電気設備を、対象電気設備と称して説明する。なお、雷害判定装置５０は、第
１落雷位置情報と第２落雷位置情報とのうちいずれか一方が示す推定位置に基づいて、落
雷した可能性の高い１以上の電気設備の電気設備情報を、ネットワークＮを介して設備情
報ＤＢ３０から取得する構成であってもよい。
【００２０】
　また、雷害判定装置５０は、ネットワークＮを介して落雷位置推定システム１０から電
流波高値情報を取得する。また、雷害判定装置５０は、ネットワークＮを介して磁界検出
装置２０から磁界波形情報を取得する。雷害判定装置５０は、取得した磁界波形情報に基
づいて、発生した落雷の雷電流によって流れた電荷の量のうち少なくとも一部を表す量（
落雷の電荷量）を算出する。この一例において、雷害判定装置５０は、取得した磁界波形
情報に基づいて、当該量として、発生した落雷の雷電流によって流れた電荷の総量の推定
値である雷電荷量を算出する。雷害判定装置５０は、算出した雷電荷量と、取得した電流
波高値情報とに基づいて、落雷による対象電気設備の損害の程度を判定する雷害判定処理
を行う。なお、雷害判定装置５０は、磁界波形情報に代えて、落雷によって発生する電磁
波の磁界強度のピーク値に基づいて当該雷電荷量を算出する構成等、磁界成分に基づく他
の方法によって当該雷電荷量を算出する構成であってもよい。雷害判定装置５０が当該ピ
ーク値に基づいて当該雷電荷量を算出する場合、雷害判定装置５０は、磁界検出装置２０
から、磁界強度のピーク値を示す情報を取得する。
【００２１】
　雷害判定装置５０は、雷害判定処理の結果、対象電気設備の損害が大きいと判定した場
合、雷害判定処理の結果を示す情報と、対象電気設備の点検を促す情報とを表示する。一
方、雷害判定装置５０は、雷害判定処理の結果、対象電気設備の損害が小さいと判定した
場合、雷害判定処理の結果を示す情報を表示する。
【００２２】
　雷害判定処理の結果を示す情報を表示する際、雷害判定装置５０は、例えば、対象電気
設備の位置を含む地域の地図情報を、ネットワークＮを介して地図情報ＤＢ４０から取得
する。そして、雷害判定装置５０は、取得した地図情報に基づいて、対象電気設備の位置
を示す情報が重畳された地図を、雷害判定処理の結果を示す情報とともに表示する。これ
らにより、雷害判定装置５０は、電気設備の点検の効率を向上させることができる。なお
、雷害判定装置５０は、対象電気設備の位置を示す情報が重畳された地図を表示させず、
雷害判定処理の結果を示す情報のみを表示する構成であってもよく、雷害判定処理の結果
を示す情報とともに地図以外の他の情報を表示する構成であってもよい。
【００２３】
　また、雷害判定装置５０は、ネットワークＮを介した情報処理端末６０からの要求に応
じて、雷害判定処理の結果を示す情報を、対象電気設備の位置を示す情報が重畳された地
図を示す情報とともに、ネットワークＮを介して情報処理端末６０に送信する。なお、雷
害判定装置５０は、ネットワークＮを介した情報処理端末６０からの要求に応じて、雷害
判定処理の結果を示す情報のみを、ネットワークＮを介して情報処理端末６０に送信する
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構成であってもよく、雷害判定処理の結果を示す情報とともに地図以外の他の情報をネッ
トワークＮを介して情報処理端末６０に送信する構成であってもよい。
【００２４】
　情報処理端末６０は、例えば、多機能携帯電話端末（スマートフォン）や携帯電話端末
、タブレットＰＣ（Personal　Computer）、通信機能を有する電子書籍リーダー、ＰＤＡ
（Personal Digital Assistant）、ノートＰＣ等のモバイル端末である。なお、ユーザー
端末は、デスクトップＰＣ等の情報処理端末（又は情報処理装置）であってもよい。情報
処理端末６０は、ユーザーから受け付けた操作に基づいて、雷害判定処理の結果を示す情
報と、対象電気設備の位置を示す情報が重畳された地図を示す情報との取得の要求を、ネ
ットワークＮを介して雷害判定装置５０に送信する。情報処理端末６０は、当該要求の応
答として、雷害判定処理の結果を示す情報と、対象電気設備の位置を示す情報が重畳され
た地図を示す情報とを、ネットワークＮを介して雷害判定装置５０から取得する。
【００２５】
　次に、図３を参照し、雷害判定装置５０のハードウェア構成について説明する。図３は
、雷害判定装置５０のハードウェア構成の一例を示す図である。雷害判定装置５０は、例
えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）５１と、記憶部５２と、入力受付部５３と
、通信部５４と、表示部５５を備える。また、雷害判定装置５０は、通信部５４を介して
他の装置と通信を行う。これらの構成要素は、バスＢｕｓを介して相互に通信可能に接続
されている。
【００２６】
　ＣＰＵ５１は、記憶部５２に格納された各種プログラムを実行する。
　記憶部５２は、例えば、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）やＳＳＤ（Solid　State　Drive
）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　Programmable　Read－Only　Memory）、Ｒ
ＯＭ（Read－Only　Memory）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）などを含む。記憶部５
２は、雷害判定装置５０が処理する各種情報や画像、プログラム、前述の雷害判定処理に
用いられる判定条件を示す判定条件情報等を格納する。なお、記憶部５２は、雷害判定装
置５０に内蔵されるものに代えて、ＵＳＢ等のデジタル入出力ポート等によって接続され
た外付け型の記憶装置でもよい。
【００２７】
　入力受付部５３は、例えば、キーボードやマウス、タッチパッド等を備えたティーチン
グペンダントや、その他の入力装置である。なお、入力受付部５３は、タッチパネルとし
て表示部５５と一体に構成されてもよい。
　通信部５４は、例えば、ＵＳＢ等のデジタル入出力ポートやイーサネット（登録商標）
ポート等を含んで構成される。
　表示部５５は、例えば、液晶ディスプレイパネル、あるいは、有機ＥＬ（ElectroLumin
escence）ディスプレイパネルである。
【００２８】
　次に、図４を参照して、雷害判定装置５０の機能構成について説明する。図４は、雷害
判定装置５０の機能構成の一例を示す図である。雷害判定装置５０は、記憶部５２と、入
力受付部５３と、通信部５４と、表示部５５と、制御部５６を備える。
【００２９】
　制御部５６は、雷害判定装置５０の全体を制御する。制御部５６は、取得部７１と、電
荷算出部７３と、落雷判定部７４と、雷害判定部７５と、表示制御部７７と、送信制御部
７９を備える。制御部５６が備えるこれらの機能部は、例えば、ＣＰＵ５１が、記憶部５
２に記憶された各種プログラムを実行することで実現される。また、これらの機能部のう
ちの一部又は全部は、ＬＳＩ（Large　Scale　Integration）やＡＳＩＣ（Application　
Specific　Integrated　Circuit）等のハードウェア機能部であってもよい。
【００３０】
　取得部７１は、落雷位置情報取得部７１１と、電流波高値情報取得部７１３と、磁界波
形情報取得部７１５と、設備情報取得部７１７と、判定条件情報取得部７１９と、地図情
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報取得部７２１を備える。
【００３１】
　落雷位置情報取得部７１１は、ネットワークＮを介して第１落雷位置情報を落雷位置推
定システム１０から取得する。また、落雷位置情報取得部７１１は、ネットワークＮを介
して第２落雷位置情報を磁界検出装置２０から取得する。
　電流波高値情報取得部７１３は、ネットワークＮを介して電流波高値情報を落雷位置推
定システム１０から取得する。
　磁界波形情報取得部７１５は、ネットワークＮを介して磁界波形情報を磁界検出装置２
０から取得する。
【００３２】
　設備情報取得部７１７は、ネットワークＮを介して電気設備情報を設備情報ＤＢ３０か
ら取得する。
　判定条件情報取得部７１９は、記憶部５２から判定条件情報を取得する。
　地図情報取得部７２１は、ネットワークＮを介して地図情報を地図情報ＤＢ４０から取
得する。
【００３３】
　電荷算出部７３は、磁界波形情報取得部７１５が取得した磁界波形情報に基づいて、前
述の雷電荷量を算出する。
　落雷判定部７４は、落雷位置情報取得部７１１が取得した第１落雷位置情報及び第２落
雷位置情報に基づいて、第１落雷位置情報に含まれる推定位置の誤差範囲と、第２落雷位
置情報に含まれる推定位置の誤差範囲とが重なる部分があるか否かを判定することにより
、２つの推定位置が一致するか否かを判定する。
　雷害判定部７５は、電荷算出部７３が算出した雷電荷量と、電流波高値情報取得部７１
３が取得した電流波高値情報と、判定条件情報取得部７１９が取得した判定条件情報とに
基づいて、落雷による対象電気設備の損害の程度を判定する雷害判定処理を行う。
【００３４】
　表示制御部７７は、雷害判定部７５が雷害判定処理を行った結果として対象電気設備の
損害の程度が大きいと判定された場合、雷害判定処理の結果を示す情報と、対象電気設備
の点検を促す情報とを表示する画像を生成する。一方、雷害判定装置５０は、雷害判定部
７５が雷害判定処理を行った結果として対象電気設備の損害の程度が小さいと判定された
場合、雷害判定処理の結果を示す情報を表示する画像を生成する。
【００３５】
　また、表示制御部７７は、雷害判定処理の結果を示す情報を表示する画像を生成する際
、地図情報取得部７２１が取得した地図情報に基づいて、対象電気設備の位置を示す情報
が重畳された地図を、雷害判定処理の結果を示す情報とともに表示する画像を生成する。
表示制御部７７は、生成した画像を表示部５５に表示させる。
【００３６】
　また、送信制御部７９は、ネットワークＮを介した情報処理端末６０からの要求に応じ
て、雷害判定処理の結果を示す情報を、対象電気設備の位置を示す情報が重畳された地図
を示す情報とともに、ネットワークＮを介して情報処理端末６０に送信する。
【００３７】
　次に、図５を参照して、雷害判定装置５０が備える制御部５６による雷害判定処理につ
いて説明する。図５は、雷害判定装置５０が備える制御部５６による雷害判定処理の流れ
の一例を示すフローチャートである。
【００３８】
　制御部５６は、落雷が発生するまで待機する（ステップＳ１００）。ここで、ステップ
Ｓ１００の処理について説明する。例えば、雷害判定装置５０が備える制御部５６は、落
雷が発生した際、落雷位置推定システム１０から落雷が発生したことを示す情報を取得す
る。このように、制御部５６は、落雷が発生した際、他の装置から落雷が発生したことを
示す情報を取得することにより、ステップＳ１００において落雷が発生したと判定する。
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【００３９】
　ステップＳ１００において落雷が発生したと制御部５６が判定した場合（ステップＳ１
００－Ｙｅｓ）、落雷位置情報取得部７１１は、ネットワークＮを介して落雷位置推定シ
ステム１０から第１落雷位置情報を取得する。また、落雷位置推定システム１０は更に、
ネットワークＮを介して磁界検出装置２０から第２落雷位置情報を取得する（ステップＳ
１１０）。
【００４０】
　次に、落雷判定部７４は、ステップＳ１１０において落雷位置情報取得部７１１が取得
した第１落雷位置情報及び第２落雷位置情報に基づいて、第１落雷位置情報が示す推定位
置の誤差範囲と、第２落雷位置情報が示す推定位置の誤差範囲とに重なる部分があるか否
かを判定する（ステップＳ１１５）。すなわち、落雷判定部７４は、これら２つの推定位
置が所定の誤差範囲内において一致するか否かを判定する。所定の誤差範囲は、例えば、
１標準偏差によって表される範囲であるが、これに代えて、他の範囲であってもよい。
【００４１】
　２つの推定位置が所定の誤差範囲内において一致しないと落雷判定部７４が判定した場
合（ステップＳ１１５－Ｎｏ）、制御部５６は、落雷が発生していないにも拘わらず、何
らかのノイズにより落雷が発生したと検出された可能性が高いため、ステップＳ１００に
遷移し、再び落雷が発生するまで待機する。一方、２つの推定位置が一致すると落雷判定
部７４が判定した場合（ステップＳ１１５－Ｙｅｓ）、電流波高値情報取得部７１３は、
ネットワークＮを介して落雷位置推定システム１０から電流波高値情報を取得する（ステ
ップＳ１２０）。
【００４２】
　次に、磁界波形情報取得部７１５は、磁界波形情報を、ネットワークＮを介して磁界検
出装置２０から取得する（ステップＳ１３０）。ここで、磁界波形情報取得部７１５が取
得する磁界波形情報について説明する。雷放電により発生する電磁波の成分のうち極超長
波（ＥＬＦ（Extremely　Low　Frequency）波）は、大地と電離層の間を空洞共振器とす
るシューマン共振を起こす。このシューマン共振を起こすＥＬＦ波は、地球全体で１秒間
に平均５０回程度の頻度で発生する複数の雷放電によって常に励起されている。また、こ
のようなシューマン共振の波形は、共振現象のため準周期的な連続波形を成している。と
ころが、スーパーボルトと呼ばれる大きな雷電荷量を伴う大規模な雷放電が生じた場合、
シューマン共振の周波数帯では、磁界成分の強度の時間的変化を示す波形からは、図６に
示すように鋭く立ち上がり、その後、減衰振動へと遷移する過渡波形が観測される。この
ような波形の変化は、ＥＬＦトランジェントと呼ばれる。
【００４３】
　図６は、シューマン共振のうちの磁界成分の強度の時間的変化を示す波形の一例と、Ｅ
ＬＦトランジェントが生じた際の当該波形の一例を示す図である。図６（Ａ）は、シュー
マン共振のうちの磁界成分の強度の時間的変化を示す波形の一例である。以下では、説明
の便宜上、シューマン共振のうちの磁界成分の強度の時間的変化を示す波形を、シューマ
ン共振の波形と称して説明する。図６（Ａ）に示したように、シューマン共振の波形Ｇ１
は、準周期的な連続波形を成している。波形Ｇ１は、雷電流によって流れる電荷の量が大
きな雷放電が、磁界検出装置２０の近くにおいて生じていない時間帯のシューマン共振の
波形である。磁界検出装置２０の近くとは、磁界検出装置２０を中心とした所定の半径の
円形領域の範囲内のことである。所定の半径は、数キロメートル程度である。
【００４４】
　一方、図６（Ｂ）は、ＥＬＦトランジェントが生じた際のシューマン共振の波形の一例
である。図６（Ｂ）に示したシューマン共振の波形Ｇ２には、実線Ｗによって囲まれた範
囲内において、ＥＬＦトランジェントＴＲが生じている。このＥＬＦトランジェントＴＲ
が生じた時刻の直前に、雷電荷量の大きな雷放電が起きたと考えられる。磁界検出装置２
０は、このＥＬＦトランジェントＴＲが生じている波形、すなわちＥＬＦトランジェント
ＴＲを引き起こした雷放電によって発生したＥＬＦ波の磁界成分の強度の時間的変化を示
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害判定装置５０に送信する。すなわち、磁界波形情報取得部７１５は、図６（Ｂ）に示し
た波形、すなわちＥＬＦトランジェントＴＲが生じている時間帯を含む磁界成分の強度の
時間的変化を示す磁界波形情報を取得する。なお、図６において、ＥＬＦトランジェント
ＴＲが生じている時間帯とは、すなわち波形Ｇ２におけるピーク値ＭＰを含む時間帯のこ
とである。
【００４５】
　次に、設備情報取得部７１７は、例えば、ステップＳ１１０において落雷位置情報取得
部７１１が取得した第１落雷位置情報及び第２落雷位置情報に基づいて、１以上の対象電
気設備の電気設備情報を、ネットワークＮを介して設備情報ＤＢ３０から取得する（ステ
ップＳ１４０）。
【００４６】
　ここで、ステップＳ１４０の処理について説明する。設備情報取得部７１７は、例えば
、第１落雷位置情報が示す落雷の推定位置と、第２落雷位置情報が示す落雷の推定位置と
を結ぶ直線の中点の位置を落雷の位置として算出する。そして、設備情報取得部７１７は
、設備情報ＤＢ３０に記憶された電気設備情報のうち、算出した落雷の位置を中心とした
所定の範囲内に設置されている電気設備の電気設備情報を、対象電気設備の電気設備情報
として取得する。なお、設備情報取得部７１７は、落雷の位置を、他の方法によって算出
する構成であってもよい。
【００４７】
　次に、判定条件情報取得部７１９は、記憶部５２に予め記憶された判定条件を記憶部５
２から取得する（ステップＳ１５０）。この判定条件は、前述したように雷害判定処理に
用いられる。次に、電荷算出部７３は、ステップＳ１３０において磁界波形情報取得部７
１５が取得した磁界波形情報に基づいて雷電荷量を算出する（ステップＳ１６０）。
【００４８】
　ここで、ステップＳ１６０の処理について説明する。電荷算出部７３は、磁界波形情報
取得部７１５が取得した磁界波形情報に基づいて、磁界波形情報が示す波形をフーリエ変
換することにより、磁界成分の強度の振幅スペクトルを算出する。そして、電荷算出部７
３は、算出した振幅スペクトルに基づいて、以下に示した式（１）により、落雷の雷電流
によって生じる電流モーメントを算出する。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　ここで、Ｉは、雷電流であり、ｆは、ＥＬＦ帯の周波数である。Ｈは、周波数ｆにおけ
る水平磁界の振幅スペクトルである。ａは、地球の半径であり、ｈは、電離層高度である
。ｖは、伝播定数であり、Ｐは、ルジャンドル陪関数である。Ｐに付随する上付き添え字
である１と、下付き添え字であるｖとはそれぞれ、ルジャンドル陪関数のパラメーターで
ある。そして、θは、空電源位置から磁界検出装置２０が備える受信装置までの角距離で
ある。上記の式（１）によって算出される雷電流モーメントにおいて、雷電流の時間的変
化を表す波形が指数間的に減少し、且つ当該波形の減少する時間が非常に短いと仮定した
場合、当該雷電流モーメントは、以下に示した式（２）のように雷電荷モーメントに近似
することができる。
【００５１】
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【数２】

【００５２】
　ここで、Ｑは雷電荷量であり、ｄｓは、落雷の雷道の長さ（距離）である。すなわち、
電荷算出部７３は、上記の式（１）によって算出した振幅スペクトルＨを用いて雷電流モ
ーメントを算出し、上記の近似を用いて式（２）から雷電荷量を算出する。
【００５３】
　ステップＳ１６０において電荷算出部７３が雷電荷量を算出した後、雷害判定部７５は
、ステップＳ１６０において算出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した
電流波高値情報と、ステップＳ１５０において判定条件情報取得部７１９が取得した判定
条件情報とに基づいて、落雷による対象電気設備の損害の程度を判定する雷害判定処理を
行う（ステップＳ１７０）。
【００５４】
　ここで、判定条件情報と雷害判定処理について説明する。本実施形態における判定条件
情報が示す判定条件は、以下に示す条件１）及び条件２）のいずれか一方を満たすことで
ある。
【００５５】
１）雷電荷量≧１００［Ｃ］
２）電流波高値≧１００［ｋＡ］
【００５６】
　上記の条件１）及び条件２）に示した１００［Ｃ］や１００［ｋＡ］という閾値は、あ
くまでも一例である。これらの閾値は、電気設備を用いた実験によって決められる。例え
ば、電気設備の架空地線に対して直流アーク試験を行うことにより、上記の条件１）の雷
電荷量に対する閾値が決められる。
【００５７】
　雷害判定部７５は、ステップＳ１６０において算出された雷電荷量と、ステップＳ１２
０において取得した電流波高値情報とに基づいて、上記の条件１）又は条件２）が満たさ
れているか否かを判定する。雷害判定部７５は、上記の条件１）と条件２）のうちいずれ
か一方又は両方が満たされていると判定した場合、対象電気設備の損害の程度が大きいと
判定する。一方、雷害判定部７５は、上記の条件１）と条件２）のいずれも満たされてい
ないと判定した場合、対象電気設備の損害の程度が小さいと判定する。
【００５８】
　次に、地図情報取得部７２１は、ステップＳ１４０において取得した電気設備情報に基
づいて、対象電気設備が設置されている位置を含む地域の地図を示す地図情報を取得する
（ステップＳ１７５）。
【００５９】
　次に、表示制御部７７は、ステップＳ１７０において判定された結果を表示部５５に表
示する画像を生成する。そして、表示制御部７７は、生成した画像を表示部５５に表示さ
せる（ステップＳ１８０）。ここで、ステップＳ１８０の処理について説明する。表示制
御部７７は、ステップＳ１７０における雷害判定処理の結果、対象電気設備の損害の程度
が大きいと雷害判定部７５が判定した場合、雷害判定処理の結果を示す情報と、対象電気
設備の点検を促す情報とを表示する画像を生成する。一方、表示制御部７７は、ステップ
Ｓ１７０における雷害判定処理の結果、対象電気設備の損害の程度が小さいと雷害判定部
７５が判定した場合、雷害判定処理の結果を示す情報を表示する画像を生成する。
【００６０】
　また、表示制御部７７は、雷害判定処理の結果を示す情報を表示する画像を生成する際
、ステップＳ１７５において地図情報取得部７２１が取得した地図情報に基づいて、対象
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電気設備の位置を示す情報が重畳された地図を、雷害判定処理の結果を示す情報とともに
表示する画像を生成する。
【００６１】
　次に、図７を参照して、雷害判定装置５０が備える制御部５６が雷害判定処理の結果を
示す情報を、対象電気設備の位置を示す情報が重畳された地図を示す情報とともに情報処
理端末６０に送信する処理について説明する。図７は、雷害判定装置５０が備える制御部
５６が雷害判定処理の結果を示す情報を、対象電気設備の位置を示す情報が重畳された地
図を示す情報とともに情報処理端末６０に送信する処理の流れの一例を示すフローチャー
トである。なお、図７に示したフローチャートは、すでに図５に示したフローチャートの
処理が実行され、雷害判定処理が行われた後に実行される処理である場合について説明す
る。
【００６２】
　送信制御部７９は、ネットワークＮを介して情報処理端末６０から雷害判定処理の結果
を示す情報取得の要求を取得するまで待機する（ステップＳ２００）。情報処理端末６０
から雷害判定処理の結果を示す情報取得の要求を取得した場合（ステップＳ２００－Ｙｅ
ｓ）、送信制御部７９は、雷害判定処理の結果を示す情報を、対象電気設備の位置を示す
情報が重畳された地図を示す情報とともに、ネットワークＮを介して情報処理端末６０に
送信する（ステップＳ２１０）。
【００６３】
　＜実施形態の変形例１＞
　以下、本発明の実施形態の変形例１について説明する。本実施形態の変形例１に係る雷
害判定システム１では、雷害判定処理に用いられる判定条件が、上記の実施形態と異なる
。
【００６４】
　本実施形態の変形例１における判定条件は、以下に示す条件１Ａ）及び条件２Ａ）を満
たし、且つ条件３Ａ）又は条件４Ａ）のいずれかを満たすことである。
【００６５】
１Ａ）架空地線を有している
２Ａ）架空地線の太さが所定の太さ未満である
３Ａ）雷電荷量≧１００［Ｃ］
４Ａ）電流波高値≧１００［ｋＡ］
【００６６】
　すなわち、本実施形態の変形例１に係る雷害判定部７５は、図５に示したステップＳ１
７０において、ステップＳ１６０において算出された雷電荷量と、ステップＳ１２０にお
いて取得した電流波高値情報と、ステップＳ１５０において判定条件情報取得部７１９が
取得した判定条件情報と、ステップＳ１４０において取得した対象電気設備の電気設備情
報とに基づいて、落雷による対象電気設備の損害の程度を判定する雷害判定処理を行う。
【００６７】
　雷害判定部７５は、ステップＳ１４０において取得した対象電気設備の電気設備情報を
参照し、上記の条件１Ａ）及び条件２Ａ）を満たす対象電気設備が存在するか否かを判定
する。当該対象電気設備が存在しない場合、雷害判定部７５は、上記の条件１Ａ）及び条
件２Ａ）が満たされていないと判定し、対象電気設備の損害の程度が小さいと判定する。
一方、当該対象電気設備が存在する場合、雷害判定部７５は、ステップＳ１６０において
算出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した電流波高値情報とに基づいて
、上記の条件３Ａ）又は条件４Ａ）が満たされているか否かを判定する。雷害判定部７５
は、上記の条件３Ａ）と条件４Ａ）のうちいずれか一方又は両方が満たされていると判定
した場合、対象電気設備の損害の程度が大きいと判定する。
【００６８】
　このように、本実施形態の変形例１に係る雷害判定装置５０は、上記の条件１Ａ）及び
条件２Ａ）を満たし、且つ条件３Ａ）又は条件４Ａ）のいずれかを満たすか否かによって
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、対象電気設備の損害の程度を判定する。これにより、雷害判定装置５０は、対象電気設
備が有する架空地線等の部材に応じて、対象電気設備の損害の程度を判定することができ
、その結果、電気設備の点検の効率を向上させることができる。
【００６９】
　＜実施形態の変形例２＞
　以下、本発明の実施形態の変形例２について説明する。本実施形態の変形例２に係る雷
害判定システム１では、雷害判定処理に用いられる判定条件が、上記の実施形態及び実施
形態の変形例１と異なる。
【００７０】
　本実施形態の変形例２における判定条件は、以下に示す条件１Ｂ）及び条件２Ｂ）を満
たし、且つ条件３Ｂ）又は条件４Ｂ）のいずれかを満たすことである。
【００７１】
１Ｂ）架空地線を有している
２Ｂ）架空地線に掛かる荷重が所定荷重以上
３Ｂ）雷電荷量≧１００［Ｃ］
４Ｂ）電流波高値≧１００［ｋＡ］
【００７２】
　ここで、所定荷重は、例えば、４０［ｋＮ］である。なお、この４０［ｋＮ］という値
は、一例に過ぎず、所定荷重は、他の値であってもよい。また、所定荷重は、豪雪地帯の
ように夏季と冬季によって異なる場合があるため、季節毎に異なる値であってもよい。
　本実施形態の変形例２に係る雷害判定部７５は、本実施形態の変形例１に係る雷害判定
部７５と同様に、図５に示したステップＳ１７０において、ステップＳ１６０において算
出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した電流波高値情報と、ステップＳ
１５０において判定条件情報取得部７１９が取得した判定条件情報と、ステップＳ１４０
において取得した対象電気設備の電気設備情報とに基づいて、落雷による対象電気設備の
損害の程度を判定する雷害判定処理を行う。
【００７３】
　雷害判定部７５は、ステップＳ１４０において取得した対象電気設備の電気設備情報を
参照し、上記の条件１Ｂ）及び条件２Ｂ）を満たす対象電気設備が存在するか否かを判定
する。当該対象電気設備が存在しない場合、雷害判定部７５は、上記の条件１Ｂ）及び条
件２Ｂ）が満たされていないと判定し、対象電気設備の損害の程度が小さいと判定する。
一方、当該対象電気設備が存在する場合、雷害判定部７５は、ステップＳ１６０において
算出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した電流波高値情報とに基づいて
、上記の条件３Ｂ）又は条件４Ｂ）が満たされているか否かを判定する。雷害判定部７５
は、上記の条件３Ｂ）と条件３Ｂ）のうちいずれか一方又は両方が満たされていると判定
した場合、対象電気設備の損害の程度が大きいと判定する。
【００７４】
　このように、本実施形態の変形例２に係る雷害判定装置５０は、上記の条件１Ｂ）及び
条件２Ｂ）を満たし、且つ条件３Ｂ）又は条件４Ｂ）のいずれかを満たすか否かによって
、対象電気設備の損害の程度を判定する。これにより、雷害判定装置５０は、対象電気設
備が有する架空地線も掛かる荷重等の環境要因（外的要因）に応じて、対象電気設備の損
害の程度を判定することができ、その結果、電気設備の点検の効率を向上させることがで
きる。
【００７５】
　＜実施形態の変形例３＞
　以下、本発明の実施形態の変形例３について説明する。本実施形態の変形例３に係る雷
害判定システム１では、雷害判定処理に用いられる判定条件が、上記の実施形態、実施形
態の変形例１、実施形態の変形例２と異なる。
【００７６】
　本実施形態の変形例３における判定条件は、以下に示す条件１Ｃ）及び条件２Ｃ）を満
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たし、且つ条件３Ｃ）又は条件４Ｃ）のいずれかを満たすことである。
【００７７】
１Ｃ）架空地線を有している
２Ｃ）過去に補修されている
３Ｃ）雷電荷量≧１００［Ｃ］
４Ｃ）電流波高値≧１００［ｋＡ］
【００７８】
　本実施形態の変形例３に係る雷害判定部７５は、本実施形態の変形例１に係る雷害判定
部７５と同様に、図５に示したステップＳ１７０において、ステップＳ１６０において算
出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した電流波高値情報と、ステップＳ
１５０において判定条件情報取得部７１９が取得した判定条件情報と、ステップＳ１４０
において取得した対象電気設備の電気設備情報とに基づいて、落雷による対象電気設備の
損害の程度を判定する雷害判定処理を行う。
【００７９】
　雷害判定部７５は、ステップＳ１４０において取得した対象電気設備の電気設備情報を
参照し、上記の条件１Ｃ）及び条件２Ｃ）を満たす対象電気設備が存在するか否かを判定
する。当該対象電気設備が存在しない場合、雷害判定部７５は、上記の条件１Ｃ）及び条
件２Ｃ）が満たされていないと判定し、対象電気設備の損害の程度が小さいと判定する。
一方、当該対象電気設備が存在する場合、雷害判定部７５は、ステップＳ１６０において
算出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した電流波高値情報とに基づいて
、上記の条件３Ｃ）又は条件４Ｃ）が満たされているか否かを判定する。雷害判定部７５
は、上記の条件３Ｃ）と条件３Ｃ）のうちいずれか一方又は両方が満たされていると判定
した場合、対象電気設備の損害の程度が大きいと判定する。
【００８０】
　このように、本実施形態の変形例３に係る雷害判定装置５０は、上記の条件１Ｃ）及び
条件２Ｃ）を満たし、且つ条件３Ｃ）又は条件４Ｃ）のいずれかを満たすか否かによって
、対象電気設備の損害の程度を判定する。これにより、雷害判定装置５０は、対象電気設
備が過去に補修されているか否かに応じて、対象電気設備の損害の程度を判定することが
でき、その結果、電気設備の点検の効率を向上させることができる。対象電気設備が補修
されている場合、補修されていない場合に比べて、電気設備における補修箇所の強度が落
ちている可能性が高い。このため、対象電気設備が過去に補修されているか否かに応じて
対象電気設備の損害の程度を判定することは、電気設備の点検を効率化するために重要で
ある。
【００８１】
　＜実施形態の変形例４＞
　以下、本発明の実施形態の変形例４について説明する。本実施形態の変形例４に係る雷
害判定システム１では、雷害判定処理に用いられる判定条件が、上記の実施形態、実施形
態の変形例１～実施形態の変形例３と異なる。
【００８２】
　本実施形態の変形例３における判定条件は、以下に示す条件１Ｄ）及び条件２Ｄ）を満
たし、且つ条件３Ｄ）又は条件４Ｄ）のいずれかを満たすことである。
【００８３】
１Ｄ）架空地線を有している
２Ｄ）前回の点検から所定期間以上経過している
３Ｄ）雷電荷量≧１００［Ｃ］
４Ｄ）電流波高値≧１００［ｋＡ］
【００８４】
　本実施形態の変形例４に係る雷害判定部７５は、本実施形態の変形例１に係る雷害判定
部７５と同様に、図５に示したステップＳ１７０において、ステップＳ１６０において算
出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した電流波高値情報と、ステップＳ
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１５０において判定条件情報取得部７１９が取得した判定条件情報と、ステップＳ１４０
において取得した対象電気設備の電気設備情報とに基づいて、落雷による対象電気設備の
損害の程度を判定する雷害判定処理を行う。
【００８５】
　雷害判定部７５は、ステップＳ１４０において取得した対象電気設備の電気設備情報を
参照し、上記の条件１Ｄ）及び条件２Ｄ）を満たす対象電気設備が存在するか否かを判定
する。当該対象電気設備が存在しない場合、雷害判定部７５は、上記の条件１Ｄ）及び条
件２Ｄ）が満たされていないと判定し、対象電気設備の損害の程度が小さいと判定する。
一方、当該対象電気設備が存在する場合、雷害判定部７５は、ステップＳ１６０において
算出された雷電荷量と、ステップＳ１２０において取得した電流波高値情報とに基づいて
、上記の条件３Ｄ）又は条件４Ｄ）が満たされているか否かを判定する。雷害判定部７５
は、上記の条件３Ｄ）と条件３Ｄ）のうちいずれか一方又は両方が満たされていると判定
した場合、対象電気設備の損害の程度が大きいと判定する。
【００８６】
　このように、本実施形態の変形例４に係る雷害判定装置５０は、上記の条件１Ｄ）及び
条件２Ｄ）を満たし、且つ条件３Ｄ）又は条件４Ｄ）のいずれかを満たすか否かによって
、対象電気設備の損害の程度を判定する。これにより、雷害判定装置５０は、対象電気設
備が前回の点検から所定期間以上経過しているか否かに応じて、対象電気設備の損害の程
度を判定することができ、その結果、電気設備の点検の効率を向上させることができる。
前回の点検から所定期間以上経過している場合、経年変化や過去の落雷等の外的要因によ
って電気設備に損傷が発生している可能性が高い。このため、前回の点検から所定期間以
上経過しているか否かに応じて対象電気設備の損害の程度を判定することは、電気設備の
点検を効率化するために重要である。
【００８７】
　以上説明したように、本実施形態における雷害判定システム１は、落雷によって発生す
る磁界の強度に基づいて、当該落雷の推定位置を含む範囲の電気設備の損害の程度を判定
する。これにより、雷害判定システム１は、電気設備の点検の効率を向上させることがで
きる。
【００８８】
　以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実
施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない限り、変更、置換、削除等
されてもよい。
【００８９】
　また、以上に説明した装置（例えば、雷害判定装置５０）における任意の構成部の機能
を実現するためのプログラムを、コンピューター読み取り可能な記録媒体に記録し、その
プログラムをコンピューターシステムに読み込ませて実行するようにしてもよい。なお、
ここでいう「コンピューターシステム」とは、ＯＳ（Operating　System）や周辺機器等
のハードウェアを含むものとする。また、「コンピューター読み取り可能な記録媒体」と
は、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ（Compact　Disk）－ＲＯＭ
等の可搬媒体、コンピューターシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のこと
をいう。さらに「コンピューター読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネ
ットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバーやク
ライアントとなるコンピューターシステム内部の揮発性メモリー（ＲＡＭ）のように、一
定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
【００９０】
　また、上記のプログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピューターシ
ステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータ
ーシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インタ
ーネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を
伝送する機能を有する媒体のことをいう。
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　また、上記のプログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい
。さらに、上記のプログラムは、前述した機能をコンピューターシステムにすでに記録さ
れているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プロ
グラム）であってもよい。
【符号の説明】
【００９１】
１　雷害判定システム、１０　落雷位置推定システム、２０　磁界検出装置、３０　設備
情報ＤＢ、４０　地図情報ＤＢ、５０　雷害判定装置、５１　ＣＰＵ、５２　記憶部、５
３　入力受付部、５４　通信部、５５　表示部、５６　制御部、６０　情報処理端末、７
１　取得部、７３　電荷算出部、７４　落雷判定部、７５　雷害判定部、７７　表示制御
部、７９　送信制御部、７１１　落雷位置情報取得部、７１３　電流波高値情報取得部、
７１５　磁界波形情報取得部、７１７　設備情報取得部、７１９　判定条件情報取得部、
７２１　地図情報取得部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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